
平
成
二
十
年
二
月
六
日
提
出

質

問

第

五

八

号

防
衛
研
究
所
が
所
蔵
・
公
開
す
る
資
料
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋
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徳

58



防
衛
研
究
所
が
所
蔵
・
公
開
す
る
資
料
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

私
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
三
日
付
で
「
防
衛
研
究
所
が
所
蔵
・
公
開
す
る
資
料
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
以
下
、
質

問
主
意
書
と
い
う
）
を
提
出
し
、
同
年
二
月
一
日
、
政
府
答
弁
書
を
受
領
し
た
。
私
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
に

は
、
な
お
解
明
す
べ
き
幾
つ
か
の
疑
問
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。

政
府
答
弁
書
に
よ
る
と
、
防
衛
研
究
所
は
、
「
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
調
査
研
究
を
行
う
」
（
項
目

一
）
重
大
な
使
命
を
負
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
防
衛
研
究
所
図
書
館
が
所
蔵
・
公
開
す
る
資
料
に
添
付
さ
れ
て
い
る
史
料
経

歴
表
に
つ
い
て
は
、
「
主
と
し
て
防
衛
研
究
所
の
図
書
館
に
お
い
て
資
料
の
整
備
を
担
当
す
る
職
員
が
記
載
し
、
記
名
及
び
押

印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
、
図
書
館
長
が
資
料
と
し
て
保
存
す
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
、
保
存
す
る
も
の
に

つ
い
て
更
に
記
名
及
び
押
印
を
し
、
当
該
史
料
経
歴
表
を
当
該
資
料
に
添
付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
（
項
目
三
）
と
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
史
料
経
歴
表
に
お
け
る
資
料
の
所
見
等
は
、
こ
れ
を
記
載
し
た
担
当
者
が
そ
の
個
人
的
な
識
見
に

基
づ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
防
衛
研
究
所
と
し
て
の
見
解
で
は
な
い
」
（
項
目
五
）
と
の
答
弁
は
論
理
的
に
矛
盾
し
て

お
り
、
理
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
経
歴
表
に
、
防
衛
研
究
所
職
員
が
「
個
人
的
な
識
見
」
に
基
づ
い
て
「
資
料
の
所
見
」
等
を
付
す
こ

一



と
は
、
戦
史
資
料
を
管
理
す
る
公
的
機
関
の
あ
り
方
と
し
て
大
い
に
疑
問
が
有
り
と
し
、
厳
し
く
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
下
、
再
質
問
す
る
。

一

政
府
答
弁
書
・
項
目
五
に
は
、
「
史
料
経
歴
表
に
お
け
る
資
料
の
所
見
等
は
、
こ
れ
を
記
載
し
た
担
当
者
が
そ
の
個
人
的

な
識
見
に
基
づ
い
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
防
衛
研
究
所
と
し
て
の
見
解
で
は
な
い
。
ま
た
、
史
料
経
歴
表
は
、
戦
史
資

料
の
適
切
な
管
理
を
目
的
と
し
て
添
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
付
さ
れ
て
い
る
「
史
料
経
歴

表
に
お
け
る
資
料
の
所
見
」
（
以
下
、
「
資
料
の
所
見
」
と
い
う
）
は
、
戦
史
資
料
の
適
切
な
管
理
目
的
を
超
え
、
「
資
料

の
整
備
を
担
当
す
る
職
員
」
の
主
観
や
悪
意
に
基
づ
く
表
記
と
な
っ
て
お
り
、
結
果
的
に
、
当
該
資
料
の
閲
覧
者
に
誤
解
を

与
え
る
不
適
切
な
記
載
内
容
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
政
府
は
、
係
る
「
資
料
の
所
見
」
に
つ
い
て
「
資
料
の
整
備
を
担

当
す
る
職
員
」
に
よ
る
記
載
で
あ
れ
ば
、
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
認
め
る
立
場
か
。
そ
れ
と
も
、
「
資
料
の
所
見
」
は
、
学

術
的
な
根
拠
等
、
何
ら
か
の
基
準
に
則
し
て
付
し
て
あ
る
と
の
認
識
な
の
か
。
「
資
料
の
整
備
を
担
当
す
る
職
員
」
が
記
載

す
る
「
資
料
の
所
見
」
の
正
当
性
、
妥
当
性
を
示
す
根
拠
を
具
体
的
に
説
明
し
た
上
で
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

政
府
答
弁
書
・
項
目
五
及
び
六
に
は
、
「
当
該
資
料
の
閲
覧
者
に
誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
も
留
意
」
し
つ

つ
、
史
料
経
歴
表
を
記
載
す
る
と
あ
る
。
防
衛
研
究
所
は
、
「
資
料
の
所
見
」
が
当
該
資
料
の
閲
覧
者
に
誤
解
を
与
え
る
よ

二



う
な
記
載
で
あ
る
場
合
、
史
料
経
歴
表
を
削
除
、
或
い
は
記
載
内
容
を
改
め
る
等
、
何
ら
か
の
対
処
を
行
う
つ
も
り
か
。
係

る
事
実
が
過
去
に
あ
っ
た
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

政
府
答
弁
書
・
項
目
六
に
よ
る
と
、
「
資
料
の
分
類
番
号
が
『
沖
縄
』
の
も
の
又
は
簿
冊
名
に
『
沖
縄
』
を
含
む
も
の
五

百
二
十
九
冊
の
う
ち
、
史
料
経
歴
表
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
百
十
四
冊
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
百
十
四
冊
に
添
付
さ

れ
て
い
る
史
料
経
歴
表
の
全
て
に
「
資
料
の
所
見
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
記
載
の
あ
る
点
数
を
明
ら
か
に
し
、
係
る

簿
冊
名
を
列
挙
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


